
 
令和８・９年度愛知県建設工事 

入札参加資格審査申請の受付日程等の御案内 
 

 愛知県（建設部門・農林水産部門・企業庁）及び県関係団体（愛知県道路公社、愛知県住宅供給公社、公益財

団法人愛知水と緑の公社、公益財団法人愛知県都市整備協会、公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競

技大会組織委員会）が発注する建設工事に関する入札参加資格審査の申請の受付を行います。 
 
【受付期間・方法・有効期間】 

受付期間：（定時受付）令和８年１月５日（月）から令和８年２月１６日（月）まで 

（随時受付）令和８年４月１日（水）から令和１０年１月３１日（月）まで 

申請方法：あいち電子調達共同システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）による電子申請 

（https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.jsp） 

有効期間：（定時受付）令和８年４月１日（水）から令和１０年３月３１日（金）まで 

（随時受付）申請日の属する月の翌々月の最初の県庁開庁日から令和１０年３月３１日（金）まで 

 

【要 件】 

① 資格審査を希望する業種について、建設業法第３条に基づく建設業の許可（許可の更新申請中のものを含

む。）を受けていること。 

② （定時受付の場合） 

資格審査を希望する業種について、審査基準日（決算日）が令和６年７月１日から令和７年６月３０日

の間にある、経営事項審査の総合評定値の通知を受けていること。 

※決算期の変更等により審査基準日（決算日）が令和７年７月１日以降となる場合には、申請時に変更後

の審査基準日における経営事項審査の総合評定値の通知があるときに限り、この要件を満たしているもの

とします。 

（随時受付の場合） 

申請日の直前に受けたものであって、かつ、申請日から遡って１年７か月以内の日を審査基準日とする

もの。 

③ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項及び第２項の各号に該当する者でないこと。 

④ 愛知県が指定する愛知県税及び国税が未納でないこと。 

⑤ 社会保険（健康保険・厚生年金保険）及び雇用保険に加入していること(適用除外の場合を除く)。 

⑥ 「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」及び「愛知県が行う調達契約からの暴力

団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていないこと。 

 

【必要書類等】 

① 国税の納税証明書 

本店所在地を管轄する税務署で様式その３の３（法人の場合）又は様式その３の２(個人の場合)の交付を

受けて下さい。 

※愛知県税については、県が納税状況を確認するため、証明書等を提出する必要はありませんが、法人の場合

は電子申請の中で法人番号の入力が必要です。ご入力いただいた番号を元に、愛知県で納税状況を確認しま

https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.jsp


す。個人の場合は氏名や住所を元に、愛知県で納税状況を確認しますので番号の入力は不要です。 

法人番号：国税庁法人番号公表サイト（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/）にて確認できます。 

② 社会保険・雇用保険の届出が確認できるもの（領収書の写し等） 

※最新の経営事項審査結果通知書において、「雇用保険、健康保険及び厚生年金保険加入の有無」欄が「有」

又は「除外」になっている場合は提出不要です。 

③ 資本関係又は人的関係に関する申告書（該当する者がいない場合は提出不要） 

（注意事項） 

・①については入札参加資格審査申請時から３か月以内のものに限ります。（コピー可） 

・②は直近のものに限ります。 

・①・②・③は別途郵送して下さい。 

◎申請要領・詳細については、令和７年１２月初旬に愛知県建設局土木部建設総務課の Web ページに掲載予定です。

（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-somu/） 

 

【電子申請の事前準備について】 

詳細については、あいち電子調達共同システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）の Web ページを参照して下さい。

（https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.jsp） 

① システムの設定について 

 今回初めてあいち電子調達共同システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）を利用される方はパソコンの設定が必要です。

上記 Web ページ中、「システムの設定」を参照の上、設定して下さい。 

② ＩＣカードの登録について 

＜令和６・７年度入札参加資格者名簿に登載済の方＞ 

・登録済みのＩＣカードについては、定時申請において再度の登録をする必要はありません。 

・有効期限切れや代表者変更によりカードの更新を行った場合は、１月５日を待たず、速やかに利用者登

録を行って下さい。 

＜令和６・７年度入札参加資格者名簿に登載されていない方＞ 

・代表者のＩＣカードを御用意いただき、利用者仮登録後、以下の手順で利用者登録を行って下さい。 

［操作手順］ 

あいち電子調達共同システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）Web ページ→入札参加資格申請・電子入札 

→利用者仮登録→業者統一番号及びパスワード受領→ＩＣカード登録→利用者登録 

 

【問い合わせ先】 

〈電子申請について〉 

あいち電子調達共同システムヘルプデスク     0120-059-399 

〈要件・必要書類等について〉 

建設局土木部建設総務課契約第一グループ     052-954-6608 

農林基盤局農地部農林総務課経理・契約グループ  052-954-6394 

企業庁管理部総務課契約グループ         052-954-6671 

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
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